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別 紙 第 2 号

122.00 代 価 表 参 照
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材　　　料 断　　　面 単　　　量
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5:00～22:00
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第 3 号
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常駐警備業務日数計算書

平日 休日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 平日 休日

令和６ 243 122 21 9 21 10 20 10 22 9 21 10 19 11 22 9 20 10 20 11 19 12 18 10 20 11

令和７ 242 123 21 9 20 11 21 9 22 9 20 11 20 10 22 9 18 12 20 11 19 12 18 10 21 10

令和８ 241 124 21 9 18 13 22 8 22 9 20 11 19 11 21 10 19 11 20 11 19 12 18 10 22 9

計 726 369

警備担当時間

・平日(月～金)午後5時00分～翌日午前8時30分まで１名

・休日（土、日、祝祭日）午前8時30分～翌日午前8時30分まで１名

・年末年始(12/29～1/3)は、休日（土、日、祝祭日）として扱う。

機械警備業務数量計算書

令和６ 年度 12 箇月 （令和6年4月1日～令和7年3月31日）

令和７ 年度 12 箇月 （令和7年4月1日～令和8年3月31日）

令和８ 年度 12 箇月 （令和8年4月1日～令和9年3月31日）

2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月年度別計
年度

10月 11月 12月



1 
 

仕 様 書 

 

 

業 務 名：本庁舎警備業務委託 

 

履行場所：茨城県鉾田市鉾田 1444-1 

 

対象名称：鉾田市役所本庁舎  Ｓ49年築ＲＣ造３階建（屋上階有り） 

 １階       1,429.83㎡ 

２階       1,210.30㎡ 

３階       1,255.88㎡ 

ＲＦ         118.28㎡  

合計床面積 3,984.29㎡ 

 

委託期間：令和６年４月１日～令和９年３月 31日（３年間） 

 長期継続契約該当 

 

常駐警備業務日数 

 令和６年度  平日 243日，休日 122日 （365日間） 

令和７年度  平日 242日，休日 123日 （365日間） 

令和８年度  平日 241日，休日 124日 （365日間） 

 

機械警備 

令和６年４月１日から令和９年３月 31日まで 36箇月 

 

 

１ 目 的 

施設における盗難､火災､不法侵入等を防止し､万一､異常事態が発生した場合は､

迅速で適切な処置と関係機関への連絡通報を行い､人身の安全と施設の保護を目的

とする。 

  また、夜間等の閉庁時間における戸籍の届出（主に婚姻届等）の受付業務及び電

話対応をするもの。 

 

２ 業務内容 

（１）日常管理警備業務（本庁舎及び構内周辺） 

常駐警備とし（機械警備を含む。）、閉庁時における人為警備、電話応対及び戸

籍の届出に関する受付業務を実施する。 

  ア 警備担当時間 

・常日(月～金)午後 5時 00分～翌日午前 8時 30分まで１名 

・土、日、祝祭日午前 8時 30分～翌日午前 8時 30分まで１名 

・年末年始(12/29～1/3)は、土、日、祝祭日と同様とする。 
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  イ 主なる任務 

区分 内容 

出入管理業務 ① 人の出入管理 

職員の管理、本庁舎利用者の管理、工事関係業者及

び出入りの業者等の管理 

② 物品・資材の搬出入管理 

不審者、危険物等の取り扱い 

③ 不審者・不法侵入者の対応 

不審者等に対する身分、要件の確認 

身分、用件の不明確な者に対する退去措置 

受付業務（戸籍に関する届

出を含む） 

① 電話受付業務 

電話応対により相手方が希望する関係課へ繋ぐ、不

在のときはその旨伝え、伝言等の引継ぎを要するとき

はメモ書きにより担当者へ繋ぐ 

② 戸籍に関する届出受付業務 

③ 鍵管理業務 

④ 新聞の整理 

巡回点検業務 巡回の基準実施回数は、平日４回、休日６回とし、その

標準時間及び実施方法は、下記のとおりとする。 

平日 

第 1回 １９時から１９時３０分 

第 2回 ２２時から２２時３０分 

第 3回 ０１時から０１時３０分 

第 4回 ０６時から０６時３０分 

休日（上記に追加） 

１０時から１０分３０分 

１５時から１５時３０分 

各種警報盤の監視 ① 火災警報盤の監視 

② 設備監視盤の監視 

異常事態発生時の対応業務 

（緊急連絡組織図により） 

① 盗難・火災等発生に伴う対応 

② 設備異常の発生に伴う対応 

③ 傷病者の発生に伴う救護活動 

④ 異常事態発生時の関係機関への緊急連絡 

その他業務 ① 正面玄関等の開閉業務 

施錠 １８時００分  

開錠 ０６時００分  

② 国旗・市旗掲揚降納業務（屋上階） 

掲揚 ０７時３０分  

降納 １７時００分  

③ 警備勤務時間内に職員等からアルコール検知器の測

定値の確認要請があった場合は、数値確認を行う。 

  ウ 警備員への指揮・監督 

    ・電話受付や戸籍に関する届出受付に際しては、丁寧な言葉遣いと対応を心



3 
 

がけるよう接遇について受託者（警備管理部署）から指導徹底するものと

する。 

・業務内容の変更は、委託者（鉾田市）から受託者（警備管理部署）が連絡

を受け、警備員に指示するものとする。 

・警備管理部署と警備員は、常に連絡が保たれ警備の状況が完全に把握され

ているものとする。緊急の場合は、警備管理部署の適切な判断の基に、適

切な指示及び命令が行われるものとする。 

・警備状況の把握及び警備員の監督・指揮のため警備管理部署の幹部により

随時巡察を励行し、警備の向上を図るものとする。 

  エ 服装装備品 

・所定の制服を着用し、身分証明書を携帯するものとする。 

・その他、警備上必要と認めたものを財政課と協議のうえ、携帯又は装着す

るものとする。 

  オ 報告及び連絡 

・警備員は、「警備報告書」を毎日勤務終了後、財政課へ提出するものと 

する。 

・警備員は、勤務中において警備管理部署に毎日就勤報告を行い、現場の各

種問題の報告を行うものとする。 

  カ 警備実施上の留意事項 

・鉾田市の慣行及び諸規則を遵守する。 

・財政課と緊密な連絡体制を保持する。 

・事故の取扱措置に当たっては、緊急やむ得ない場合を除き、財政課と協議

し、独断専行を避けるものとする。 

  キ その他 

・日常における一般的な概観監視点検及び表示灯心切れ球の交換等軽微なも

のについては、委託者が実施する。 

・警備員が、業務を遂行するために必要な警備室及び付帯設備の使用を許可

するものとし、業務遂行上、必要な契約先の諸規則、組織図及び緊急連絡

先を提供する。 

・消火器、消火設備の保守点検を確実に行い、警備員は使用方法をマスター

し、万一に備えるものとする。 

（２）機械警備業務（本庁舎） 

   機械警備時間は次のとおりとする。 

ア 機械警備時間 

・通常日(月～金)は、午後 5時 00分～翌日午前 8時 30分まで 

・土、日、祝祭日、年末年始は、午前 8時 30分～翌日午前 8時 30分まで 

  イ 設置機械 

機械名称 設置数 

１Ｆ ２Ｆ ３Ｆ 

非接触リモコン １ - - 

パッシブセンサ １２ ５ ２ 

パッシブセンサ（面） ３ ２ ２ 

小型電子サイレン ２ - - 
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ウ 設置場所 

    別紙「本庁舎施設警備業務委託 機械警備機器設置計画平面図」のとおり 

 

３ 留意事項 

（１）機械警備機器の設置 

機械警備の機器については、令和６年３月 31日までに設置及び作動確認を済ま

せて、令和６年４月１日から機械警備業務を開始すること。設置に際しては財政

課督職員と協議調整のうえ行うものとする。 

（２）常駐警備員の承認 

市役所においては市民の重要な個人情報を取り扱っていることから、常駐する

警備員の配置にあたっては、受託者（鉾田市）へ事前に履歴書の提出をし、承認

を得ること。場合によっては市長が面接を行い、承認を要するものとする。 

（３）機密保持 

警備員は、業務上知り得た契約先の一切の機密を第三者へ漏らしてはならない。

この機密保持は、警備員の退職後も守られるものとする。 

（４）その他 

その他特記なき事項は財政課職員の指示によるものとする。 

この仕様書に記載なき事項は別に協議して決定するものとする。 

 

４ 契約に関する特記事項 

（１）契約書への金額は総額を記載するものとする。 

（２）消費税法及び地方税法の改正によって消費税及び地方消費税の額に変動が生じ

た場合は、委託者はこの契約を何ら変更することなく、契約金額に相当額を加減

して支払う。 

（３）契約期間の年度において、予算の減額等による契約の変更等があり得ることか

ら、その旨について、契約書に明記するものとする。 

（４）契約書作成にあたっては、契約金額に応じ、年度ごとの金額明細書を作成し、

本仕様書とともに製本するものとする。 

 

【記載例】年度別金額明細 

 

2024（令和６）年度                         円 

  うち取引に係る消費税及び地方消費税の額             円 

 

 2025（令和７）年度                         円 

  うち取引に係る消費税及び地方消費税の額             円 

 

 2026（令和８）年度                        円 

  うち取引に係る消費税及び地方消費税の額             円 

 








